
9月2日に9月議会の一般質問が行われました。開発問題に

ついて宮脇俊彦議員が質問し、伊勢原市でリニア新幹線の残

土が総合運動公園の子どもの広場、東部第二土地区画整理事

業に使われていることが明らかに。今回はリニア新幹線残土

問題の特集です。

質問・・市内でリニア新幹線残土を使った工事・事業は現

在まであったのか、今後使う予定はあるのか。

答弁・・リニア新幹線の立坑工事の残土を使用した工事と

して、総合運動公園再生修復工事の造成工事として体育館

東側の子ども広場及び自由広場西側の堀を埋める造成に約

1万800㎥を使用しています。

東部第二土地区画整理事業にも造成工事に約7万5000㎥

を使用している。

質問・・市は安全性の確認を行ったのか。誰

が安全性の確認を行ったのか。

答弁・・JR側より「指定調査機関」による地

質分析結果の証明書が出されている。この証明書で市は特

定有害物質による土壌溶出量や土壌含有量が土壌汚染対策

法の基準以下であることを確認した。

質問・・リニア新幹線残土は重金属を含み環境破壊などの

危険があるとの指摘があるが、市はどう認識しているか。

答弁・・地中には自然由来のフッ素やヒ素などの重金属も

含まれています。本市で利用したリニア新幹線残土は土壌

汚染対策法の基準以下なので環境に影響はないと考える。

質問・・フッ素やヒ素などの重金属類は地中にある時は環

境に影響を与えにくいが、地上に出ると酸化し環境に大き

な影響を与える、と言われるが危険ではないのか。

答弁・・有害物質が地下水に溶け出しその水を口にするリ

スクや、有害物質を口や肌などから直接接種するリスクが

ある。 本件の残土は土壌汚染対策法の基準を超えないの

で影響はない。

質問・・市が持っている「安全証明」を、市民が情報公開

請求すれば見ることはできるのか。

答弁・・情報公開条令に基づき、請求すれば開示すること
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は可能である。

質問・・工事区域の住民や下流地域の住民

にリニア新幹線の残土を使った工事だと説

明したのか。市は市民のくらし、命を守る

ため説明責任があると認識しているか。

総合運動公園は子どもたちの遊ぶ場です。東部第二土地区

画整理事事業地の排水路は歌川です。歌川の水は小稲葉地

域の水田・畑の用水として活用されています。

影響を与えかねない地域の住民・農業者に説

明責任が盛土条令上からもあるのでは。

答弁・・建設残土は基準を超えるものないの

で説明してない。

質問・・リニア新幹線残土は産業廃棄物扱いでいJRから事

業者に金が出ることはないのか。

答弁・・リニア新幹線残土受け入れに当たって、1㎥当た

り2000円を受け取っている。

質問・・総合運動公園の工事では、1万800㎥を使用してい

るとの答弁があったので、2160万円が市は入ったのか。ど

う会 計処理会計処理したのか。

質問・・建設業者、斡旋業者にも手数料がJRより払われた

のか。

答弁・・建設業者、斡旋業者にJRより手数料が払われたか

どうかはわからない。

質問・・今後開発が進んでいる、新東名周辺工事も、新幹

線残土の使用が選択しの一つとの答弁があった、「道の駅」、

「道灌堀」地域でも新幹線残土のを使う予定があるか。

答弁・・安全が確認された土を利用しているので住民に説

明するつもりはない。伊勢原大山インター周辺では造成で

土砂の搬入を 予定しており、双方の工事日程と土質が合

えば、リニア新 幹線の建設発生土も候補の一つになると

考えている。

質問・・事業組合はもちろん、工事区域の住民、下流域の

住民に説明したのか。今後おこなうのか。

答弁・・安全が確認された、残土を使うので説明は考えて

ない。

コメント・リニア新幹線残土を使う事、JRから使用料とし
て市に金が出ている。安全性は信頼できるのか。疑問あり。


